
第３回長井市公共施設等整備計画検討委員会次第 

 

平成２８年１０月２６日（水）午後３時１５分から 

於：タスパークホテル３階「絣」 

 

 

１．開 会 

 

 

２．あいさつ 

     

    

３．協 議 

（１）公共施設整備計画（案）について 

    

 （２）個別施設計画について 

   ○公共複合施設 

   ○市庁舎 

 

（３）その他 

 

 

４．その他 

 

 

５．閉 会 

 

 

 

 



第３回長井市公共施設等検討委員会出席者名簿 

公共施設等整備計画検討委員会委員 
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委員長 勝見英一朗 学識経験者（長井市振興審議会） 
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委員 樋口 正通 長井市社会福祉協議会 
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委員 鈴木 英明 学識経験者  
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委員 村田 裕子 学識経験者 

   

   

   

   

 

長井市 

所 属 氏 名 

長井市長 内谷 重治 

長井市副市長 遠藤 健司 
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公共施設整備課専門員 鈴木 一則 



 

 

長井市公共施設等整備計画検討委員会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 長井市公共施設等整備計画（以下「計画」という。）の策定にあたり、広く意

見を聴くため、長井市公共施設等整備計画検討委員会（以下「委員会」という。）を

設置する。 

（所掌事項） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項を行う。 

（１）計画の策定にあたり、それぞれの立場から意見を述べること。 

（２）その他、計画の策定に必要な事項 

（組織） 

第３条 委員会は、委員１０名以内をもって組織する。 

２ 委員は、次の各号に該当する者の中から市長が委嘱する。 

 （１）公共的団体等の代表者 

 （２）知識経験を有する者             

 （３）その他市長が必要と認める者 

（任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱の日から平成２９年３月３１日までとする。 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。 

３ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、

その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 委員会の会議は委員長が招集し、議長となる。 

（庶務） 

第７条 委員会の庶務は、公共施設整備課において処理する。 

（委任） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

 

 附則 

この要綱は、告示の日から施行する。 


